
敦賀市ホームタウン奨学金制度（制度全体概要）

第２種官民連携奨学ローン返済支援

第１種奨学育英資金貸付金

令和６年度より、次の敦賀に住み、働く方を応援する“敦賀市ホームタウン奨学金制度”を開始します。
①第１種：低所得世帯を対象とした、既存の奨学育英資金貸付金制度
②第２種：全所得世帯を対象とした、市と連携する金融機関の奨学ローンの返済支援制度を新設
③第３種：主に移住者を対象とした、市と連携する市内企業と奨学金の返済支援制度を新設

・概 要
奨学育英資金貸付基金より、対象者に最大270万円を無利子で

貸付け、敦賀市に居住・就労した場合、返済を免除
・主な要件
世帯年収300万円未満
卒業後５年以内に就労のために、市内に継続して５年以上居住

・支 援
無利子貸付＋全額返済免除

・概 要
連携する特定金融機関から奨学ローンを借入れ、敦賀市に居住・

就労した場合、最大300万円を返済支援
・主な要件
第１種未利用で、特定金融機関からの奨学ローンの借入
卒業後、29歳までに就労のために、市内に居住

・支 援
①最大300万円（100万円×３年間）を返済支援
②Uターン就職初年度に利子等補給分を支援
（借入額の10％を定額支援・30万円上限）
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新設 第３種官民連携奨学金返還支援
・概 要
連携する市内企業とともに、市外者が当該企業に就職する場

合、奨学金について、最大150万円を返済支援
・主な要件
連携する市内企業に就職し、市内に居住

・支 援
最大150万円を返済支援
※敦賀市は150万円の1/2の75万円（25万円×３年間）を支援、
残りは市内企業が支援（支援額は企業により異なる）
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